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○港区地域保健福祉推進協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 区における地域保健福祉施策の計画的な推進を図るため、港区地域保健福祉推進協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

（１） 港区地域保健福祉計画の策定及び見直しに関する事項 

（２） 港区地域保健福祉計画に基づく事業の推進に関する事項 

（３） その他必要な事項 

（構成） 

第３条 協議会は、区長が委嘱する３０人以内の委員をもって構成する。 

２ 前項委員のうち公募区民は１０人以内とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条第１号の港区地域保健福祉計画に係る協議が終

了した日の属する年度の末日までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（組織） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員が互選により定め、会務を統括する。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

（分科会） 

第６条 検討事項を専門的に調査検討するために、別表のとおり分科会を設置する。 

２ 前項の分科会は、座長、分科会委員をもって組織する。 

３ 分科会委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 学識経験者 

（２） 公募等により選出された者 

（３） 区関係団体等に属する者 

４ 座長は、分科会委員のうちから互選により選出し、会務を統括する。 

５ 座長は、分科会を招集し、分科会を主宰し、調査検討の経過及び結果を委員会に報告す

る。 
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６ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する分科会会員がその職務を代理する。 

７ 座長は、必要に応じ、分科会に分科会会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

８ 同一の者が委員に就任できる分科会の数は３つまでとし、当該者が協議会に出席すると

きは、１つの分科会に属する者としてのみ出席することができるものとする。 

（会議） 

第７条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 会議は原則として、公開する。ただし、委員の過半数の同意を得て、非公開とする

ことができる。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成１１年６月２１日から施行する。 

２ 東京都港区地域保健医療推進協議会設置要綱（平成４年７月１日付４港保保第３１４

号）は廃止する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成２３年３月１５日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、既にこの要綱による改正前の港区地域保健福祉推進協議会設置要

綱第４条第１項の規定により区長が委嘱した委員の任期は、改正後の港区地域保健福祉推

進協議会設置要綱第４条第１項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成２４年３月３

１日までとする。 

付 則 
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この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

別表 

分科会 庶務担当課 

子ども・子育て分科会 子ども政策課 

高齢者分科会（港区高齢者保健福祉計画検討委員会設置要綱（平成

１７年４月１日１７港保高第１７号）により設置される港区高齢者

保健福祉計画検討委員会） 

高齢者支援課 

障害者分科会（港区障害者地域自立支援協議会設置要綱（平成１７

年７月１日１７港保障福第３１７号）により設置される港区障害者

地域自立支援協議会） 

障害者福祉課 

健康づくり・保健分科会 健康推進課 

自殺対策分科会（港区自殺対策関係機関協議会設置要綱（平成３０

年３月２７日２９港み健第４０３４号）により設置される港区自殺

対策関係機関協議会） 

健康推進課 

成年後見制度分科会（港区成年後見制度利用促進協議会設置要綱

（平成３０年７月１日３０港保福第１１６３号）により設置される

港区成年後見制度利用促進協議会） 

保健福祉課 

 


